
入力が終わったら、 をクリック

してください。

（財産をあ た方）の氏名（フリガナ・漢

字）、続 、 年月日及び住所を入力（選択）して

ください。

選択した続 に り、 が申告される方（財

産を取得した方）の であるか します。

を た財産が 動産、 式等

である場合には、 や などを入力し、

をクリックすることに り、「財産の 」 に

を表示させることができます。

から かにも財産の を ている

場合には、 をクリックし、 様の に

り を た財産を入力してください。

を た財産の① 、② 、③ 区

は ・名 等を選択してください。

この では、 を た財産は ですの

で、① 、② については「 、 等」

を選択し、③ 区 は ・名 等については

「 」を選択します。

を た財産の所 を入力してください。

なお、財産の所 が である場合には、

ック ックスを ックします。

を た財産の を入力してください。

入力が終わったら、 をクリックし

てください。

を た年月日を選択してください。

参考

事
例
１

の

用

、 の した 、 、

の 、 用し し

、 、 分の の 、 の 、 の

用 た 、 の 柄 類 し し

、 し
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から の財産の を てい

る場合は、 を

クリックすることに り、 の画面が表示さ

れますので、 様に入力してください。

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

の から を た財産で、 年

税の を るものがある場合には、

をクリックすることに

り、 の画面が表示されますので、 様に入

力してください。

及び の画面で入力した が表示され

ますので、確認してください。

なお、 は をクリックす

ることに り、入力 の や ができ

ます。

す ての取得財産の入力が終わったら、

をクリックしてください。

住 取得等 の 税（ ー ）

の を る を入力する場合には、

住 をクリックします。

税の の （ ー

）の を る財産を入力する場合に

は、 をクリックします。

なお、 動産番号を入力して

書の 付を する場合には、 せて ッ

ク ックスを ックします。

続時 税（ ー ）の を

る財産を入力する場合には、

をクリックします。

事
例
１

の

用

、 の した 、 、

の 、 用し し

、 、 分の の 、 の 、 の

用 た 、 の 柄 類 し し

、 し
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をクリックすると、 の

「 に する税 」の 方法等が確認でき

ます。この では、「 税 」を し

て された 税 が表示されます。

「 税 」の を る場合で、

の「 の 後の 税 」が を

えるときは、 税の申告書とともに、

を提出する

があります。

ただし、 の年 において、

からの について「 税 」の を

るた 書 を提出している場合には、

をクリックして の 税の申

告 を入力すれ 、 書 を て提出

する はありません。

しくは ー をご ください。

確認が終わったら、 をクリッ

クしてください。

年 税 に係る 税 の のある

方 は 法人 税 の の を

る方は、 する の を

クリックし、 を入力してください。

等の納税 、 式等の納税 、

式等の納税 、 法人の の納税

は 業 産の納税 の の

を る方は、 する の を

クリックし、納税 税 を入力してくださ

い。

納付す き 税 が表示されますので確

認してください。

を た財産について入力した が

表示されますので確認してください。

方 は 法人 税 の の を

事
例
１
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あなた（財産を取得した方）の

①郵便番号

※ をクリックすると、入力した

郵便番号から確認できる住所、都道府県

名及び税務署名が自動的に入力されま

す。

②住所

※郵便番号から検索できなかった方は、

市 をクリックして都道府県市

区町村を選択してください。

③申告書等を提出する税務署名

④申告書等を提出する年月日

※書面提出の場合は、提出時に手書きして

も差し支えありません。

⑤氏名のフリガナ

⑥氏名の漢字

⑦マイナンバー（個人番号）

※マイナンバーカードなどから確認して

入力してください。

⑧職業

⑨電話番号

について、入力してください。

入力が終わったら、 をクリッ

クしてください。

納付手続は様々な方法がありますので、ご

自身で選択し、納期限までに納付手続を行っ

てください。

※申告書の提出後に税務署から納付書の送

付や納税通知等のお知らせはありません

のでご注意ください。

この申告書に係る通知等がある場合に、

での通知を希望するときは、「はい」を

選択してください( ・パスワード方式で申

告書を送信する場合等には、この選択画面は

表示されません。)。

事
例
１
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
１

書類

3

3 5 7 0 9 2 5
××××○○○○△△△△

麹町

会社員

コクセ゛イ   ソウタロウ

×××
千代田区霞が関○○丁目○番○号
ＡＢＣビル５８５号室

国税 壮太郎

××× ××××××× ××××

4 2 3

3 0 6  1 1 0 3
3

0 3

0 2

0 99 1
コクセ゛イ   イチロウ

千代田区霞が関3丁目1番1号

千代田区霞が関3丁目1番1号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

麹町
国税  一郎

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

4 8 5 0 0 0

3 9 0 0
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事
例
１

、 の の 等 、

の 、 利用

5,000,000

485,000

3,900

27

「特例贈与財産」（ 参 ）のみを贈与により取得し、「特例 」を適用して贈与 額を

計 する場合には、 71 の「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」の「 特例贈与財産のみ

を贈与により取得した場合（ 告書 の 欄に金額の記載 ない場合）」により贈与 額を計

します。

な 、この「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」は、 告書と せて 出する はありま

せん。

特例贈与財産の価額の合計額（ A 5,000,000 ） ら 除額（ B 1,100,000 ）を 除した

価 （ C 3,900,000 ）に （特例贈与財産用） の「 除 の 価 」の に

た特例 （15 ）及び 除額（100,000 ）を 用して贈与 額（ D 485,000 ）を計 しま

す。

「 贈与財産」（ 参 ）のみを贈与により取得し、「 」を適用して贈与 額を

計 する場合には、 1 の「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」の「 贈与財産の

みを贈与により取得した場合（ 告書 の 欄に金額の記載 ない場合）」により贈与 額

を計 してください。

財産の 取得した

書類

3

3 5 7 0 9 2 5
××××○○○○△△△△

麹町

会社員

コクセ゛イ   ソウタロウ

×××
千代田区霞が関○○丁目○番○号
ＡＢＣビル５８５号室

国税 壮太郎

××× ××××××× ××××

4 2 3

3 0 6  1 1 0 3
3

0 3

0 2

0 99 1
コクセ゛イ   イチロウ

千代田区霞が関3丁目1番1号

千代田区霞が関3丁目1番1号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

麹町
国税  一郎

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

4 8 5 0 0 0

3 9 0 0
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
２

用

3

3 4 4 0 5 2 4

神奈川

自営業

コウノ オサム

×××

横浜市港北区○○△丁目×番×号

甲野　修

××× ××××××× ××××

4 2 16

3 1 8 1 1 0 4

2
コウノ　ハナコ

目黒区○○△丁目×番×号

目黒区○○△丁目×番×号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

甲野  花子

3 4 2 1 2 2 4
8

世田谷区○○△丁目×番×号 有価証券

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

上場株式等 ○○
株式会社

500株 3,000

コウノ　タケシ

甲野  武
兄

0

3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0

4 1 6 6 6 6

4 1 6 6

4 1 6 6
4 1 6 6 6 6

3 4 0 0

3 0 59 2

0 3 0 51 1

○ ○ ○ ○××××××××

28

、 、 の した
、 、

用し し
、 、 の 、 の 用

、 し
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事
例
２

、 の の 等 、

の 、 利用

、 の の 等 、

の 、 利用

29

「特例贈与財産」（ 参 ）及び「 贈与財産」（ 参 ）の 方を贈与により取
得し、「特例 」及び「 」を適用して贈与 額を計 する場合には、 2 の「贈与
（ 年 ）の 額の計 明細」の「 特例贈与財産と 贈与財産の 方を贈与により取得した
場合（ 告書 の 欄及び 欄の 方に金額の記載 ある場合）」により贈与 額を計 します。

な 、この「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」は、 告書と せて 出する はありま
せん。

特例 贈与財産の価額 A 3,000,000 ）と 贈与財産の価額（ B 1,500,000 ）の合計額
（ D 4,500,000 ） ら 除額（ E 1,100,000 ）を 除した 価 （ F 3,400,000 ）に

（特例贈与財産用） 及び （ 贈与財産用） の「 除 の 価 」の に
た 及び 除額を 用して計 した 額（ G 410,000 ・ I 430,000 ）について、それ れの

る 額（ H 273,333 ・ J 143,333 ）を計 し、その合計額（ K 416,666 ）を

3,000,000

1,500,000

0

4,500,000

410,000

430,000

273,333

143,333

416,666

3,400

（

財産の価額に対 す
計 します。

用

3

3 4 4 0 5 2 4

神奈川

自営業

コウノ オサム

×××

横浜市港北区○○△丁目×番×号

甲野　修

××× ××××××× ××××

4 2 16

3 1 8 1 1 0 4

2
コウノ　ハナコ

目黒区○○△丁目×番×号

目黒区○○△丁目×番×号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

甲野  花子

3 4 2 1 2 2 4
8

世田谷区○○△丁目×番×号 有価証券

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

上場株式等 ○○
株式会社

500株 3,000

コウノ　タケシ

甲野  武
兄

0

3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0

4 1 6 6 6 6

4 1 6 6

4 1 6 6
4 1 6 6 6 6

3 4 0 0

3 0 59 2

0 3 0 51 1

○ ○ ○ ○××××××××

28

、 、 の した
、 、

用し し
、 、 の 、 の 用

、 し
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
３

の の 用

3 2 0 0 2 1 0

6

0
22

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ☆ ☆ ☆ ☆

2 7 5 0 0 0

32 0 2 0 6 0 0

02 0 0 0 0 0 0

7 4 5 6 0 0

3 0 85 0

0 3 0 85 0

ヘイモト　サフ゛ロウ

神戸市中央区○○△丁目×番×号 土地

家屋 自用家屋
家屋
木・瓦
居宅

宅地 自用地

270,000神戸市中央区○○△丁目×番

神戸市中央区○○△丁目×番地

（持分2分の1）
165.00㎡

124.21㎡ 745,600

23,020,600

1.0

丙本  三郎

3 2 0 0 2 1 0
6

ヘイモト　サフ゛ロウ

神戸市中央区○○△丁目×番×号

丙本  三郎

3

3 2 0 0 2 2 0

神戸

無職

ヘイモト キョウコ

×××

神戸市中央区○○△丁目×番×号

丙本 京子

××× ××××××× ××××

4 2 9

3 0 2 0 6 0 0 32 0 2 0 6 0 0

1 9 2 0 0 0

1 9 2 0

1 9 2 0

1 9 2 0 0 0

1 9 2 0

（ ）

××××△△ △ △××××

、 し の の した 、 し

し 、 た の の の

の 用 た、 の 、 用し

し
の 要 、 し

、 し

（

）

書 添付

（

添付書類

）

（

）

☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×
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事
例
３

31

この は、 年 に贈与を受けた財産に対して配偶者 除（2 除）の特例を適用すること

できる どう について な 目を したものです。この 欄の のみに ある場合には、原

としてこの特例の適用を受けること できます。

1 贈与者はあなたの配偶者（ 又は ）です 。

2 の 出をした ら贈与を受けた までの期 は 2 年 上です 。

3 これまでに、この特例の適用を受けたこと あります 。

4
3 した の 記 し

、この特例の適用を受けたときの贈与者と の贈与者は です 。

5 贈与を受けた財産は 動産（土地等・家屋）又は金銭です 。

6
た財産の 産 の 記 し

その 動産は、 内にある 動産です 。

7

た財産の の 記 し

その金銭を 年 1 までに 内にある居住用の 動産の取得に てます

。

8
又は の 動産に現 居住しています 。又は 年 1 までに居住す

る みです 。

9 引き きこの 動産に居住する 定です 。

この贈与 の配偶者 除の特例の適用を受ける場合には、贈与 の 告書等に、 の に る書

を添付して 出しなければなりません。

添 付 書

1
の の （居住用 動産又は金銭の贈与を受けた ら 1 を した に作 された

ものに ります。）

2
の の の し（居住用 動産又は金銭の贈与を受けた ら 1 を した に作 されたも

のに ります。）

3

記 などで受贈者 除の対 となった居住用 動産を取得したことを証する書

分 の の の

当する を で んでください。

の の の 類

　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出をす
ることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること できます。

33



入力が終わったら、     をク

リックしてください。

相続 と 、相続が した に、

で相続 と る き をいいます。

、 と と がいる に 、

と が 相続 と ます 贈与税の相続時精算

課税 で 、贈与を受けた の で

の で る 相続 が と

ますので、この に と について を

受けることができます。 。

の で の 贈与 の 相続

と った方 、 の 相

続 と った 相続

と った を入力してくださ

い。

に の 贈与 らの贈与につい

て、相続時精算課税の を受けたことが

る方 、 の に 贈与 ら贈与を受

けた財産 相続時精算課税の を受けた財

産に ます。 の について入力し

てください。

税 を 用する場合

贈与 財産を た方 の

リ 、 、 続 を

入力 するとともに、 の

について い いい を

してください。

した内容に基づき、 贈与 が

される方 財産を した方 の で

る します。

参考

の贈与がある の 贈与  の に ては を て 。

で する場合は、

C

事
例
４

用

、 用 、 の した
、 、 の 、

し し
の 要 、 し
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贈与を受けた財産の 、 細 、

分 、 を 入力 し

てください。

この で 、贈与を受けた財産 と

ですので、 に に する を入力し

ま す。 に つ い て

、 細 について 、 分

について を

し、 を入力します。

贈与を受けた を してください。

贈与 ら にも財産の贈与を受けてい

る に 、 をクリックし、 の

に 贈与を受けた財産の入力を ってくだ

さい。

この で 、 に する を て入力

し、 をクリックした 、 に

する を入力します。 について

、 細 について を

し、 分 について

の 、 について 金

の 、 財産の について

、 財産の について の た

の を入力します。

る に 、

入力が終わったら、 をクリッ

クしてください。

贈与を受けた財産の について

を した 、 産税

額 に の 産 額を入力しま

す。 分 分が る に い

を 、 分 を入力します。 産税

額に ける に 産税 額を

基として する について、

産税 額に ける の を入力します。

参考

として、 を の の

に た で した の 額と

ます。贈与財産の について

を してください。

贈与を受けた財産の 、 分 分

が る 、 を入力してください。

入力 計算 をクリックすると、

財産の 額 に に計算 が表示され

ます。

この で 、 に に する を入力

します。 財産の について の を、

た の を入力します。

として、 を の の

に た で した の 額と

ます。贈与財産の について

を してください。

 算

事
例
４
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贈与 ら の財産の贈与を受けて

いる に 、

をクリックすることに 、 の が表示さ

れますので、 に入力してください。

の で入力した内容が表示されま

すので、確認してください。

、 をクリックする

ことに 、入力内容の 除ができま

す。

  

の 贈与 ら贈与に 財産を し

ている に 、 をクリック

することに 、 の が表示されますの

で、 に入力してください。

ている に 、 をクリック

て の 財 産 の 入 力 が 終 わ っ た ら 、

をクリックしてください。

確認が終わったら、 をクリッ

クしてください。

の贈与 課税 の財産を入力する

に 、 をクリックしま

す。

贈与税の 控除の

の を受ける財産を入力する に 、

をクリックします。

、 産 を入力して 明書

の を する に 、 て ック

ック を ックします。

金の 課税 の

を受ける金額を入力する に 、

をクリックします。

事
例
４
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➏

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

贈与を受けた財産について入力した内容に

基づく金額が表示されますので確認してくだ

さい。

➎

相続時精算課税の適用を受ける場合には、

期限内申告が必要です。

ご注意ください

贈与税額が０円であっても、

をクリックすると、相

続時精算課税の計算明細書を確認することが

できます。

相続時精算課税分に係る外国税額の控除額

を入力される方についても、

をクリックしてください。

事
例
４
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
４

3

3 6 0 0 8 2 8

板橋

オツサ ワ゛ コ

×××

板橋区○○△丁目×番×号

乙沢  花子

××× ××××××× ××××

4 2 24

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0

4 8 0 0

△ △ △ △ × × × × × × × ×
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㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

事
例
４

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 に加えて、「相

出書」（73 参 ）の 出 となります。

（62

）

□

乙沢  花子

乙沢  陽子

豊島区○○△丁目△番△号
土地

有価証券
○○
株式会社上場株式等

宅地 自用地

板橋区○○△丁目×番

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

86.50㎡

5,000株 290

300,000

3

オツサ゛ワ ヨウコ

4

3 1 2 0 1 1 0

0 3
2 5 9 5 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 4 0 0

0

4 8 0 0

4 8 0 0

0 0

0 0

0

0

1 4 5 0 0 0 0

0 7 0 3

0 3 1 0 1 6

3

3 6 0 0 8 2 8

板橋

オツサ ワ゛ コ

×××

板橋区○○△丁目×番×号

乙沢  花子

××× ××××××× ××××

4 2 24

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0

4 8 0 0

△ △ △ △ × × × × × × × ×
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
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34

4 2

3

24

60 8 28

12 101

孫

×××-×××× ××× ××× ××××

板橋

板橋区○○△丁目×番×号

豊島区○○△丁目△番△号

乙 沢　花 子
オツザワ　 ハナ コ

乙 沢　陽 子
オツザワ　　ヨウ  コ

財産の 、 た財産

し の 、 、 し

の し

要 、 した

  し

要

（

（ ）

）

人

人

この は、 年 に贈与を受けた財産に対して相 を すること できる どう

について な 目を したものです。この 欄の のみに ある場合には、原 として相

を すること できます。

1 贈与者は、 36 年 に生まれた です 。

2 あなたは、 13年 に生まれた です 。

3 
あなたは、贈与を受けた 現 に いて贈与者の

又は です 。

  

相 （62 の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」

を含みます。）の適用を たに受ける場合（ の（ ）の（注2）参 ）には、相

出書に の書 （贈与を受けた に作 されたものに ります。）を添付して 出しなけれ

ばなりません。

添 付 書

（注） 受贈者 相 出書を 出する に している場合の 出書 については、 に

ください。

当する を で んでください。

分 の

の 類

  

（注）1 住宅取得等のた の金銭の贈与を受けた で、その贈与者 3 年 に生まれた の場

合には、「 年 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例 の

」（ 又は 参 ）を 用してください。

　　 2 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）又は「 の事業用資産に

ついての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合は、 の を たさない場合であっ

ても相 の適用を受けること できます。「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の

特例 の 」又は「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除 の

」（ に 載）を せて 用してください。

の の その他の書 で、 の内容を証する書

　受贈者の 名、生年

　受贈者 特定贈与者の である 定相 又は であること

(注 1　 「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈者

特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例受贈事業用資産の取得を

したことを証する書 」となります。

　　2　 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈

者 特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例対 受贈 上場株式等

の取得をしたことを証する書 」となります。

産取得

取得した 産の の

、 産取得 の し

取得した 産の の 、 産取得

し
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34

4 2

3

24

60 8 28

12 101

孫

×××-×××× ××× ××× ××××

板橋

板橋区○○△丁目×番×号

豊島区○○△丁目△番△号

乙 沢　花 子
オツザワ　 ハナ コ

乙 沢　陽 子
オツザワ　　ヨウ  コ

財産の 、 た財産

し の 、 、 し

の し

要 、 した

  し

要

（

（ ）

）

人

人

事
例
４

この は、 年 に贈与を受けた財産に対して相 を すること できる どう

について な 目を したものです。この 欄の のみに ある場合には、原 として相

を すること できます。

1 贈与者は、 36 年 に生まれた です 。

2 あなたは、 13年 に生まれた です 。

3 
あなたは、贈与を受けた 現 に いて贈与者の

又は です 。

  

相 （62 の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」

を含みます。）の適用を たに受ける場合（ の（ ）の（注2）参 ）には、相

出書に の書 （贈与を受けた に作 されたものに ります。）を添付して 出しなけれ

ばなりません。

添 付 書

（注） 受贈者 相 出書を 出する に している場合の 出書 については、 に

ください。

当する を で んでください。

分 の

の 類

  

（注）1 住宅取得等のた の金銭の贈与を受けた で、その贈与者 3 年 に生まれた の場

合には、「 年 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例 の

」（ 又は 参 ）を 用してください。

　　 2 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）又は「 の事業用資産に

ついての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合は、 の を たさない場合であっ

ても相 の適用を受けること できます。「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の

特例 の 」又は「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除 の

」（ に 載）を せて 用してください。

の の その他の書 で、 の内容を証する書

　受贈者の 名、生年

　受贈者 特定贈与者の である 定相 又は であること

(注 1　 「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈者

特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例受贈事業用資産の取得を

したことを証する書 」となります。

　　2　 「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（ 参 ）の適用を受ける場合（受贈者

贈与者の である 定相 又は である場合を除きます。）は、「 の内容を証する書 」及び「受贈

者 特定贈与者 らの贈与により 特別 の の に 定する特例対 受贈 上場株式等

の取得をしたことを証する書 」となります。

産取得

取得した 産の の

、 産取得 の し

取得した 産の の 、 産取得

し
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税 を 用する場合

に特例適用 を確認 で る は、

をクリックし、 の

に でください。

の 事 の ックを することが

できます。

住宅取得等資金の について、「 は取

得」 は「 等」の らかを選択してくだ

さい。

が終わったら、 をク

リックしてください。

年 から 年 までの贈与税の

に る「住宅取得等資金の非課税」の適用

の について、「いい 」 は「はい」を選

択してください。

「 に する税制 の 」の適用を

る方は、 をク

リック 、適用 の確認を ってくだ

さい。

の に ては を て 。

で する場合は、

D

税 を 用する場合

特例適用 を確認 で い は、 事

について「はい」 は「いい 」を選択してくだ

さい。

事
例
５

36

取得等 の 用し

の 要 、 類 の
し

、 し

、 分の 用の の た 、 , の した の種類 、
等 、 の の し、 し

の の の の 等の した の た
取得等 の 用し、 用し し

、 、 の 、 の 用
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税 を 用する場合

に特例適用 を確認 で る は、

をクリックし、 の

に でください。

の 事 の ックを することが

できます。

住宅取得等資金の について、「 は取

得」 は「 等」の らかを選択してくだ

さい。

が終わったら、 をク

リックしてください。

年 から 年 までの贈与税の

に る「住宅取得等資金の非課税」の適用

の について、「いい 」 は「はい」を選

択してください。

「 に する税制 の 」の適用を

る方は、 をク

リック 、適用 の確認を ってくだ

さい。

の に ては を て 。

で する場合は、

D

税 を 用する場合

特例適用 を確認 で い は、 事

について「はい」 は「いい 」を選択してくだ

さい。

事
例
５

36

取得等 の 用し

の 要 、 類 の
し

、 し

、 分の 用の の た 、 , の した の種類 、
等 、 の の し、 し

の の の の 等の した の た
取得等 の 用し、 用し し

、 、 の 、 の 用

贈与を た住宅取得等資金で、 しくは取

得 は 等をした住宅用の が 等住宅

に する は「はい」を、 し い は

「いい 」を選択してください。

住宅用の の しくは取得 は 等に

る の 結をした年 を してください。  

贈与を た年 を選択してください。

の で した、住宅の 、 年

税等の税率に て非課税 度額が ま

す。この事例では、住宅の は 等住宅に

し、 年 は 年 で 、

税等の税率は で ることから、非課税 度額は

です。

贈与 を た方 の リ

、住 、 年 を 選択 して

ください。

が終わったら、 をクリック

してください。

住宅取得等資金の金額を してください。

贈与 からの贈与に 取得した住宅取得等資金

について非課税の適用を る金額を してくだ

さい。この事例では が 度と ます。

住宅用の の しくは取得 は 等に

る対 の額 は 用の額に まれる 税等の税

率について、「 」 は「 」を選択してく

ださい。

年 の 得税 特 得税の確

書を した方は、 年 等の をしてく

ださい。

が終わったら、 をクリック

してください。

事 明書の を する には、

の に ックを れて、 等を

してください。

贈与を た の を してください。

の には、 金の は金 の

、 、 等を し、 金の には贈

与 の住 を してください。

、 の が で る には、

ック ック を ックします。
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を った贈与 とに、住宅取得等資金

の非課税適用後の残額 課税 に算 される

金額 について課税制度を選択します。

この事例では を選択します。

の贈与 から贈与に 取得した

について、 年 の年 に いて

算課税の適用を ている方は、暦年

課税の適用を られま ので

をクリックしてください。

の で した が表示されま

すので、確認してください。

、 は をクリックする

ことに 、 の ができま

す。

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

の贈与 から住宅取得等資金の贈与が る

は、 をクリックし、 の

に いて を選択した で、

に してください。

算課税 の適用を

る を する には、

をクリックします。

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

贈与税の の特例

の適用を る を する には、

をクリックします。

、 を して 事 明書

の を する には、 て ック

ック を ックします。

の贈与 暦年課税 の を する

には、 をクリックします。

事
例
５
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➐

をクリックすると、⑺欄

の「⑹に対する税額」の計算方法等が確認で

きます。この事例では、「特例税率」を適用

して計算された贈与税額が表示されます。

計算結果の確認

確認が終わったら、 をク

リックしてください。

をクリックすると、

住宅取得等資金の非課税の計算明細書を確認

することができます。

住宅取得等資金の非課税の適用を受ける

場合には、期限内申告が必要です。

ご注意ください

贈与税額が０円であっても、

住宅取得等資金の非課税の適用後の残額に

ついて選択した課税制度に基づく計算結果が

表示されているか確認してください。

この事例では暦年課税を適用し、特例税率

を適用して計算した贈与税額が表示されま

す。

➑

事
例
５
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
５

記し
（ ）

の

分 記

要

記

の

し

の
た

、71、72
の

の の
細

用

3

3 5 2 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サッホ゜ロ シロウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

4 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 3 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

××××××××○○○ ○
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32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

事
例
５

記し
（ ）

の

分 記

要

記

の

し

の
た

、71、72
の

の の
細

用

3

3 5 2 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サッホ゜ロ シロウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

4 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 3 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

××××××××○○○ ○

(注) 得 とは、 の と の合計額に、 得金額、山林 得金額を加 した金額です。

告 の 得 ある場合には、それらの 得金額（ （ ）期譲 得については特別 除 の

金額）の合計額を加 した金額です。

事業 得、 動産 得、 与 得、 合 の利 得・配当 得・ 期譲 得及び雑 得の合計

額（ 益の通 の金額）

合 の 期譲 得と 得の合計額（ 益の通 の金額）の の の金額

ただし、 除（ 、雑 、居住用財産の え等の場合の譲 及び特定居住用財産の譲

の 除など）を受けている場合は、その適用 の金額をいいます。

札幌  太郎

札幌  史郎

札幌市中央区△△条×丁目×番×号 札幌市中央区△△条
×丁目×番×号サッホ゜ロ タロウ

1

0 3 0 9 1

2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

○札幌市中央区△△条△丁目×番

札幌市中央区△△条△丁目×番地（家屋番号□番□）

○ ○ ○ ○ × × × × △ △ △ △

○○○○× × × ×

10 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

8

3 2 2 0 5 1 0

札幌中4 2 24

、

し

種 、

産 記

、

記 の

の

類 の

・ ・ の

△ △ △ △ △

取得等

の の 用

記 し

記

の し
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
６

の 要 61 62 、 類 53
54 の 57 58 の し

取得等 の 取得等 の た の の

用

財産

記

要

の

50

記し

の

50

記し

3

3 6 3 0 1 0 1

名古屋北

会社員

ナコ゛ヤ イチロウ

×××

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋  一郎

××× ××××××× ××××

4 2 18

32 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

0

××××××××△△△ △

、 分の 用の 取得 た 、 の 、 の
の した の種類 、 等 、 の

の取得 し、 し の
の取得の の 等の した の た

取得等 の 用し、 し た 、
取得等 の た の の の 用
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32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

事
例
６

(注) 得 とは、 の と の合計額に、 得金額、山林 得金額を加 した金額です。

告 の 得 ある場合には、それらの 得金額（ （ ）期譲 得については特別 除 の

金額）の合計額を加 した金額です。

事業 得、 動産 得、 与 得、 合 の利 得・配当 得・ 期譲 得及び雑 得の合計

額（ 益の通 の金額）

合 の 期譲 得と 得の合計額（ 益の通 の金額）の の の金額

ただし、 除（ 、雑 、居住用財産の え等の場合の譲 及び特定居住用財産の譲

の 除など）を受けている場合は、その適用 の金額をいいます。

名古屋  吾郎

名古屋  一郎

名古屋市北区○○丁目×番×号
ナコ゛ヤ コ゛ロウ

1

0 3 0 6 0

3 3 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ☆ ☆ ☆ ☆

○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

名古屋市北区〇〇丁目×番

名古屋市北区〇〇丁目×番地（家屋番号□番□）

6

0 3 0 4 1 3

3 3 8 0 3 0 5

名古屋北4 2 18

☆ ☆ ☆ ☆

取得等

の の 用

記 し

記

の し

、

し

の財

産の

記し

種 、

産 記

、

記 の

の

類 の

・ ・ の

の

類 の

・ ・ の

名古屋市北区×丁目×番×号
□□銀行△△支店
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㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

事
例
６

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 の （「住宅取得等資金の

」の適用を受ける のみ）及び に加えて、「相 出書」（ 73 参 ）の 出

となります。

は、 の ( 2 に作 します。

取得等

の た

の

の の

用

、□ 記

し

記

の

し

の

48

記し

の

48

記し

の

の 49

記し

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
例
６

たに相 の適用を受ける場合には、 告書 、 の （「住宅取得等資金の

」の適用を受ける のみ）及び に加えて、「相 出書」（ 73 参 ）の 出

となります。

は、 の ( 2 に作 します。

取得等

の た

の

の の

用

、□ 記

し

記

の

し

の

48

記し

の

48

記し

の

の 49

記し

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）

4 2

3

18

63 1 1

38 53

長男

×××-×××× ××× ××× ××××

名古屋北

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋市北区○○丁目×番×号

名 古 屋　一 郎
ナ   ゴ   ヤ　 イチ ロウ

名 古 屋　吾 郎
ナ   ゴ   ヤ　　 ゴ  ロウ

（

（ ） ）

人

人

✓

の の 、
・ 等 の の 用
・ 等 の の の 用し

の 類の
載し
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42

分用

取得等 の の 類 の区分

（注）1 には、 年 15 に いて屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる

の にあるもの 含まれます。

2 取得 の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲

の取得の対価に てている場合であっても、 年 15 までにその引 しを受けていなければなりません。

3 等 には、 年 15 に いて 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、 存の家屋と

となって土地に定 した建造物として られる の にあるもの 含まれます。

4 「 住宅取得等資金の 」又は「 に係る住宅取得等資金の 」と「 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」とを 用して適用する場合には、それ れの特例用の により 目や添付書 を

する あります。

取得等 の の の の 要

「 住宅取得等資金の 」の適用を受ける の しくは に 当することとなった場合又は「 住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」 しくは「 に係る住宅取得等資金の 」の適用を
受ける の に 当することとなった場合には、 特例の適用 されます。

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受
けて 築 しくは取得又は 築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定

る自 により （通常の によっては原 な を含みます。 です。）をした場合
年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築
等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 、その住宅用の家屋 によ
り をした場合

53

53

57

57
取 得

等

55

55

59

59

用の

の取得等

の

60

取得等 の
た

の
の

住宅用の家屋に対し

て 築又は 築など

の 事をした場合

用

の種類

（注 住宅）

などにより住宅用の

家屋を 築した場合

建売住宅や 譲
を売 などにより住宅
用の家屋として 入した場
合

   

取 得 等

の

、61
し

の 用

の

   
の 用

の

の しの し

　 に る の に て 用する なります。な 、 特例の の には、そ

の適用に な書 の 記載されています。また、 に係る住宅取得等資金の を適用する場合には、

取得等 の の「 」及び「添付書 」を 用しますので、 しくは に

ください。 って、 及び の は に 載しています。

取得等 の の については61 を、 取得等 の た の

の の については62 を、「 取得等 の 」の については63 を参

してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けたこと あ

ります 。

用の の 取得
築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き 築（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれらの ら取得（その敷地の用に供

されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）又は取得

（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含みます。）又は住宅

用の家屋の取得をしています 。 

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はその 有 の

積）は 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなたの居住の用に供され

るものです 。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 2 年 内（ 建築物の場合は25年 内）に

建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

 建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして の 類

の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋(上記 及び のい れにも 当しないものに ります。)で、その

住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うことにつき の 類

の ・ ・ の の 書等に いて 事などに をし、 年 1 まで

にその によりその住宅用の家屋 に適合することとなったことにつき、 の 類

の ・ ・ の の証明書等により証明 されたもの

分 取得等 の の

当する を

で んでください

　この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受けること

できます。な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

の の 取得用 を せて 用ください。な 、

は に 載しています。

　 21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

　 年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

　 年 1 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1　上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 1で してください。

　2　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に、「 額 に関する事 」の「
12 に る書 により証明されたもの」を「 12 に る書 により証明される みであるもの」に えて してください。 

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築又は取得をした住宅用の家屋の 記
上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる
の をいいます。

 　　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲
の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引 しを受けていなければなりません。

 　　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、この特例の適用を受け
ることはできません。

の

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 12」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

0

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住
者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの

の については1 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、 年12 31

までに なくその家屋に居住する みです 。）。

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

2 年 12 31 まで

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年 12 31 まで

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合
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42

分用

取得等 の の 類 の区分

（注）1 には、 年 15 に いて屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる

の にあるもの 含まれます。

2 取得 の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲

の取得の対価に てている場合であっても、 年 15 までにその引 しを受けていなければなりません。

3 等 には、 年 15 に いて 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、 存の家屋と

となって土地に定 した建造物として られる の にあるもの 含まれます。

4 「 住宅取得等資金の 」又は「 に係る住宅取得等資金の 」と「 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」とを 用して適用する場合には、それ れの特例用の により 目や添付書 を

する あります。

取得等 の の の の 要

「 住宅取得等資金の 」の適用を受ける の しくは に 当することとなった場合又は「 住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」 しくは「 に係る住宅取得等資金の 」の適用を
受ける の に 当することとなった場合には、 特例の適用 されます。

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受
けて 築 しくは取得又は 築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定

る自 により （通常の によっては原 な を含みます。 です。）をした場合
年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築
等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 、その住宅用の家屋 によ
り をした場合
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取 得

等

55

55

59

59

用の

の取得等

の

60

取得等 の
た

の
の

住宅用の家屋に対し

て 築又は 築など

の 事をした場合

用

の種類

（注 住宅）

などにより住宅用の

家屋を 築した場合

建売住宅や 譲
を売 などにより住宅
用の家屋として 入した場
合

   

取 得 等

の

、61
し

の 用

の

   
の 用

の

の しの し

　 に る の に て 用する なります。な 、 特例の の には、そ

の適用に な書 の 記載されています。また、 に係る住宅取得等資金の を適用する場合には、

取得等 の の「 」及び「添付書 」を 用しますので、 しくは に

ください。 って、 及び の は に 載しています。

取得等 の の については61 を、 取得等 の た の

の の については62 を、「 取得等 の 」の については63 を参

してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けたこと あ

ります 。

用の の 取得
築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き 築（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれらの ら取得（その敷地の用に供

されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）又は取得

（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含みます。）又は住宅

用の家屋の取得をしています 。 

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はその 有 の

積）は 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなたの居住の用に供され

るものです 。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 2 年 内（ 建築物の場合は25年 内）に

建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

 建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして の 類

の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋(上記 及び のい れにも 当しないものに ります。)で、その

住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うことにつき の 類

の ・ ・ の の 書等に いて 事などに をし、 年 1 まで

にその によりその住宅用の家屋 に適合することとなったことにつき、 の 類

の ・ ・ の の証明書等により証明 されたもの

分 取得等 の の

当する を

で んでください

　この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受けること

できます。な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

の の 取得用 を せて 用ください。な 、

は に 載しています。

　 21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

　 年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

　 年 1 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1　上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 1で してください。

　2　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に、「 額 に関する事 」の「
12 に る書 により証明されたもの」を「 12 に る書 により証明される みであるもの」に えて してください。 

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築又は取得をした住宅用の家屋の 記
上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる
の をいいます。

 　　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲
の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引 しを受けていなければなりません。

 　　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、この特例の適用を受け
ることはできません。

の

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 12」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

0

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住
者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの

の については1 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、 年12 31

までに なくその家屋に居住する みです 。）。

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

2 年 12 31 まで

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年 12 31 まで

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合
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の            の   

11

15 し の し
用の の 取得 の用 の用 記載

した 類
取得 した 用の の用 類

分 取得等 の の 類 取得用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 12 は、53 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。 (注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 取得

2
・
1  

住宅用の家屋の の の しや の しなどで の内容を明ら にする書
築に係る 又は取得の相手方（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又

は供されている土地等の取得の相手方を含みます。）
築又は取得に係る の をした年

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって 積及び築年 明

ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得をした住宅用の家屋の敷

地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得したときには、その土地等に関する 記事 証明

書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類  

(注 )

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うことにつ
き をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等（取得した

、 の の の 要
等書明証等書

a の の の

b 
c の し

d 
類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに り、証明書等は、 年
15 までに に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

の

の
の しなどで

た
の 用の
の

類
（ 事の 定年
の記載 あるものに
ります。）

した 用の
の用 し

た 記
の 類

類

の

12

取得した 用の 等 の し

15 の 取得し
に るい れ の書

a 

b の し

c 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

d 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

(注)1 「住宅 証明書」は、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の

年 内又は取得の にその証明のた の家屋の したものに ります。

  2

3　 及び については、 築又は建築 用されたことのない住宅用の家屋の取得の場合に ります。

「建 住宅 価書の し」は、 に るもののい れ の を有すること 証明されるものに りま

す。な 、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の 年 内又は取

得の に 価されたものに ります。

等 等 等 又は 等 又は 建築物  

齢者等配 対 等 、 又は

の

した
用の の

した

記の 類

類

　 築又は取得に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築又は取
得に係る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

その家屋 住宅用の家
屋に 当すること及び

積を明ら にする
書

１
・
２

1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の し
たものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、 等 に
係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保険 その
家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出

をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること できます。

の

用の 記
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の            の   

11

15 し の し
用の の 取得 の用 の用 記載

した 類
取得 した 用の の用 類

分 取得等 の の 類 取得用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 12 は、53 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。 (注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 取得

2
・
1  

住宅用の家屋の の の しや の しなどで の内容を明ら にする書
築に係る 又は取得の相手方（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又

は供されている土地等の取得の相手方を含みます。）
築又は取得に係る の をした年

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって 積及び築年 明

ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得をした住宅用の家屋の敷

地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得したときには、その土地等に関する 記事 証明

書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類  

(注 )

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うことにつ
き をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等（取得した

、 の の の 要
等書明証等書

a の の の

b 
c の し

d 
類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに り、証明書等は、 年
15 までに に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

の

の
の しなどで

た
の 用の
の

類
（ 事の 定年
の記載 あるものに
ります。）

した 用の
の用 し

た 記
の 類

類

の

12

取得した 用の 等 の し

15 の 取得し
に るい れ の書

a 

b の し

c 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

d 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

(注)1 「住宅 証明書」は、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の

年 内又は取得の にその証明のた の家屋の したものに ります。

  2

3　 及び については、 築又は建築 用されたことのない住宅用の家屋の取得の場合に ります。

「建 住宅 価書の し」は、 に るもののい れ の を有すること 証明されるものに りま

す。な 、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の 年 内又は取

得の に 価されたものに ります。

等 等 等 又は 等 又は 建築物  

齢者等配 対 等 、 又は

の

した
用の の

した

記の 類

類

　 築又は取得に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築又は取
得に係る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

その家屋 住宅用の家
屋に 当すること及び

積を明ら にする
書

１
・
２

1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の し
たものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、 等 に
係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保険 その
家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出

をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること できます。

の

用の 記

11

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。
(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住

者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの
の については10 を ください。

12
あなたは、 に 築等をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、

年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ 13 の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受け

ること できます。な 、この は、 用の の 等 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築等をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1 上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 で してください。
2

分 取得等 の の

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を
受けたこと あります 。

用の の 等

あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き住宅用の家屋の 築等（これらの
らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含
みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等の 事 （ 築等の 事の に る
を含みます。）しています 。

(注) 「 築等の 事の に る 」とは、 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、

存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の をいいます。

築等をした住宅用の家屋は 内にあり、 築等 の住宅用の家屋の 記 上の 積
（ 有建物の場合はその 有 の 積）は40 上240 で、 つ、その家屋の 積の

の 上に相当する あなたの居住の用に供されるものです 。

築等に係る 事は、あなた 有し、 つ、居住している家屋に対して ったもので、 定の
事に 当することにつき、56 の 類 の に る書 により証明

されたものです 。

10

築等に係る 事に した 用の額は100 上です 。
また、 築等の 事に した 用の額の の 上 、あなたの居住の用に供する の 事

に したものです 。

の

当する を

で んでください

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 13」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

13

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合

の の 等用 を

は に 載しています。

せて 用ください。な 、

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築等をした の住宅用の家
屋の 記 上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築等 に関する事 」の「 築等をした」を「 築等をする」に、「 事に した」を「 事に す
る」に、「 額 に関する事 」の「 13 に る書 により証明されたもの」を「 13 に る書 により証明される みであるもの」
に えて してください。

2 年 12 31 まで

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年12 31 まで
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の   の   

分 取得等 の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 13 は、55 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。(注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 等

・
13

住宅用の家屋の 等 の の しなどで の内容を明ら にする書

・

15 等の し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書に

よって 積 明ら でないときには、それを明ら

にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金銭

により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地の用

に供されることとなる土地等を取得したときには、そ

の土地等に関する 記事 証明書も せて 出してく

ださい。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類 類

15 等の し

に るい れ の書
a の し
b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について う

、 又は の 入を する に係る

又は である場合には、住宅 保 保険

引受けを った 事 保 保険

されていることを証する書 も せて 出し

てください。

15 等の

等 した
記の 類 類

10 

15 等の し

等 の の しなどでそ

の 築等に係る 事 した年 びにその
築等に係る 事に した 用の額及びその明細

を明ら にするもの

15 等の

等 した
記の 類 類

12

15 し の し
用の の 等 の用 の用 記載し

た 類
等 した 用の の用 類

の

13

等 した 用の 等 の し

15 等の し

に るい れ の書
a 
b の し
c 等

(注) 「 築等 事証明書」は、 築等に係る 事 住

宅用の家屋を 等住宅の に適合させるた のも

のであることについて証明されたものに ります。

15 等の

等 した 記
の 類 類

　 築等に係る 事の の相手方（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）

　 築等に係る 事の の をした年 　
　 築等に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築等に係
る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

１
・
２

用の 記

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の

しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出をする

ことにより、 記事 証明書の原 の添付を するこ

と できます。
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の   の   

分 取得等 の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 13 は、55 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。(注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 等

・
13

住宅用の家屋の 等 の の しなどで の内容を明ら にする書

・

15 等の し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書に

よって 積 明ら でないときには、それを明ら

にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金銭

により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地の用

に供されることとなる土地等を取得したときには、そ

の土地等に関する 記事 証明書も せて 出してく

ださい。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類 類

15 等の し

に るい れ の書
a の し
b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について う

、 又は の 入を する に係る

又は である場合には、住宅 保 保険

引受けを った 事 保 保険

されていることを証する書 も せて 出し

てください。

15 等の

等 した
記の 類 類

10 

15 等の し

等 の の しなどでそ

の 築等に係る 事 した年 びにその
築等に係る 事に した 用の額及びその明細

を明ら にするもの

15 等の

等 した
記の 類 類

12

15 し の し
用の の 等 の用 の用 記載し

た 類
等 した 用の の用 類

の

13

等 した 用の 等 の し

15 等の し

に るい れ の書
a 
b の し
c 等

(注) 「 築等 事証明書」は、 築等に係る 事 住

宅用の家屋を 等住宅の に適合させるた のも

のであることについて証明されたものに ります。

15 等の

等 した 記
の 類 類

　 築等に係る 事の の相手方（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）

　 築等に係る 事の の をした年 　
　 築等に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築等に係
る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

１
・
２

用の 記

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の

しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出をする

ことにより、 記事 証明書の原 の添付を するこ

と できます。

47

分 取得等 の た の の の

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の
特例」を適用すること できる どう について な 目を したものです。 欄の のみに ある場合には、原

てこの特例の適用を受けること できます。
な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

 また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合
　年 15 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により （通常の によって

は原 な を含みます。）をした場合
上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に えて してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）である 定相 又は です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

用の の 取得

築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き

築（これらの らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれ

らの ら取得（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み

ます。）又は取得（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の

額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含み

ます。）又は住宅用の家屋の取得をしています 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物
として られる の をいいます。

　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭
を建売住宅又は 譲 の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引

しを受けていなければなりません。
　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、こ

の特例の適用を受けることはできません。

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はそ

の 有 の 積）は 0 上で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなた

の居住の用に供されるものです 。

(参考) 「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、適用対 となる家屋の 積に上 （2 0 ）

ありますので 注 ください。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 20年 内（ 建築物の場合

は25年 内）に建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして58 の

類 の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋（上記 及び のい れにも 当しないものに り

ます。）で、その住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うこと

につき58 の 類 の ・ ・ の の 書等に いて

事などに をし、 年 15 までにその によりその住宅用の家屋 に

適合することとなったことにつき、58 の 類 の ・ ・ の の

証明書等により証明 されたもの

の

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。
(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る

居住 者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。こ
れらの の については10 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、
年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

当する を

で んでください

とし

は に 載しています。
の の 取得用 を せて 用ください。な 、
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住宅用の家屋の の の しや の しなど、 取得の
（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等の取得

の相手方を含みます。） 類
(注) 上記の内容 記事 証明書で明ら になる場合は、 記事 証明書で差し支えありません。

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって

積及び築年 明ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得

をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取

得したときには、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類

(注)1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の

したものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、

等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保

険 その家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うこと
につき をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等 取

得した 、 の の の 要

等書明証等書
a の の の

b 
c の し

d 
の

類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに ります。

2 証明書等は、 年 15 までに に適合することとなった住宅用の

家屋に係るものに ります。

3 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は である

ものに ります。

15
の

の
の しなどでその

家屋 住宅用の家屋に
当すること及び 積を
明ら にする書

た の
用の の

類（ 事の
定年 の記載 ある

ものに ります。）
した 用の
の用 した

記 の
類

類

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」
の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ は、57 の の 号に対

しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

分 取得等 の た の の の 類 取得用

類

・

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年
受贈者 贈与者の 定相 又は であること

用の の 取得

の

15 し の し
用の の 取得 の用 の用

記載した 類
取得 した 用の の用 類

の 要 類

10 

         

の            の

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載
のある書 の 出をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること で
きます。

用の 記
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住宅用の家屋の の の しや の しなど、 取得の
（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等の取得

の相手方を含みます。） 類
(注) 上記の内容 記事 証明書で明ら になる場合は、 記事 証明書で差し支えありません。

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって

積及び築年 明ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得

をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取

得したときには、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類

(注)1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の

したものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、

等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保

険 その家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うこと
につき をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等 取

得した 、 の の の 要

等書明証等書
a の の の

b 
c の し

d 
の

類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに ります。

2 証明書等は、 年 15 までに に適合することとなった住宅用の

家屋に係るものに ります。

3 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は である

ものに ります。

15
の

の
の しなどでその

家屋 住宅用の家屋に
当すること及び 積を
明ら にする書

た の
用の の

類（ 事の
定年 の記載 ある

ものに ります。）
した 用の
の用 した

記 の
類

類

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」
の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ は、57 の の 号に対

しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

分 取得等 の た の の の 類 取得用

類

・

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年
受贈者 贈与者の 定相 又は であること

用の の 取得

の

15 し の し
用の の 取得 の用 の用

記載した 類
取得 した 用の の用 類

の 要 類

10 

         

の            の

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載
のある書 の 出をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること で
きます。

用の 記

49

分 取得等 の た の の の

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特

例」を適用すること できる どう について な 目を したものです。 欄の のみに ある場合には、原

この特例の適用を受けること できます。

な 、この は、 用の の 等 した を対 としています。

　また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

は に 載しています。

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築等をした 、その住宅用の家屋 により （通常の によっては原

な を含みます。）をした場合

あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き住宅用の家屋の 築等（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得

を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等の 事 （ 築等の 事の に る

を含みます。）しています 。

(注) 「 築等の 事の に る 」とは、 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有

し、 存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の をいいます。

築等をした住宅用の家屋は 内にあり、 築等 の住宅用の家屋の 記 上の 積

（ 有建物の場合はその 有 の 積）は 40 上で、 つ、その家屋の 積の の

上に相当する あなたの居住の用に供されるものです 。

(参考) 「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、適用対 となる家屋の 積に上 （240

） ありますので 注 ください。

築等に係る 事は、あなた 有し、 つ、居住している家屋に対して ったもので、 定の

事に 当することにつき、60 の 類 の に る書 により証明

されたものです 。

築等に係る 事に した 用の額は 100 上です 。
また、 築等の 事に した 用の額の の 上 、あなたの居住の用に供する の 事

に したものです 。

用の の 等

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）である 定相 又は です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

の

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居

住 者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これ

らの の については10 を ください。

10
あなたは、 に 築等をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、
年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

当する を

で んでください

として

の の 等用 を せて 用ください。な 、

　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築等 に関する事 」の「 築等をした」を「 築等をする」に、「 事に した」を「 事に する」に

えて してください。
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の特例」の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ 10 は、 の

分 取得等 の た の の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の 号に対 しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

の 要 類

11

の

住宅用の家屋の 等 の の しなど 等 の （その敷地の用
に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。） 類

・

15 等の
し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書

によって 積 明ら でないときには、それを明

ら にする書 も です。

2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金

銭により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地

の用に供されることとなる土地等を取得したときに

は、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出

してください。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類
類

15 等の
し

に るい れ の書
a の し

b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について

う 、 又は の 入を する に

係る 又は である場合には、住宅 保

保険 引受けを った 事

保 保険 されていることを証する書

も せて 出してください。

15 等の

等 した
記の 類
類

15 等の
し

等 の の しなどで
その 築等をした年 びにその 築等に
係る 事に した 用の額及びその明細を明ら
にするもの

15 等の

等 した
記の 類
類

10

15 し の し
用の の 等 の用 の用

記載した 類
等 した 用の の用 類

用の の 等

の の

類

・

の の などで、 の内容を証する書

受贈者の 名、生年

受贈者 贈与者の 定相 又は であること

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書

の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出を

することにより、 記事 証明書の原 の添付を

すること できます。

用の 記
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